
１　施設・事業の概要

18 人 12 人 6 人 18 人 6 人 6 人 6 人 36 人

２　児童福祉法の審査基準の要件に関する状況

３　施設・設備等の状況

19.8 ㎡

19.8 ㎡

39.6 ㎡ 46.38 ㎡

47.5 ㎡ 79.75 ㎡

79.2 ㎡ 158.2 ㎡

４　職員配置の状況

1 人 1 人

2 人 2 人

１・２歳児 2 人

0.3 人

0.4 人 1 人

4.7 人 5 人

1 人 1 人

6 人 6 人

2 人
３歳児 （ 6人 ）÷２０＝

合計

運
営
確
認
基
準

国通知（特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等
の制定に伴う実施上の留意事項について）により、公定価格の基本
分単価に算定されている非常勤保育従事者２人以上分の保育従事者
配置状況

有　・　無

４歳以上児 （ 12人 ）÷３０＝

小計

定員規模(90人以下)加算分

備考

施設長 ①資格（有・無）　②専任・兼任

保
育
士

設
置
認
可
基
準

年
齢
別

０歳児 （  6人 ）÷　３＝
●「職員の配置基準」の端数処理につい
　ては、年齢別の場合、小数点第１位ま
　で計算し（第２位以下切り捨て）、合
　計を四捨五入して算出。

●短時間勤務(非常勤等)保育士について
　は、実人員ではなく、常勤換算後の人
　員を計上。常勤換算後の人員とは、常
　勤保育士に代えて充てた短時間勤務保
　育士の所定労働時間数の合計を常勤保
　育士の所定労働時間数で除したもので
　ある。

（ 12人 ）÷　６＝

便所 有　・　無

医務室 有　・　無

配置基準 配置数

保育室・遊戯室 １．９８㎡×２歳以上児（  24　）人＝

屋外遊技場 ３．３　㎡×２歳以上児（  24　）人＝

調理室・調理設備 有　・　無

欠格事項に関する状況 有　・　無

設置基準 現状

乳児室・ほふく室

３．３　㎡×０　歳　児（　 6　）人＝

３．３　㎡×１　歳　児（　6　）人＝

計

0歳児

経済的基礎の状況(社会福祉法人及び学校法人は除く。) 非 ・ 有 ・ 無

社会的信望を有する状況(社会福祉法人及び学校法人は除く。) 非 ・ 有 ・ 無

社会福祉事業に関する知識等の状況(社会福祉法人及び学校法人は除く。) 非 ・ 有 ・ 無

(3歳以上) 4歳以上児 3歳児 (0～2歳児) 2歳児 1歳児

設置主体 特定非営利活動法人はぐくみ保育園 運営主体 設置主体と同じ

利用定員
(確認)

2号認定 3号認定
合計

施設・事業所名 はぐくみ保育園(分園） 認可定員 ３６人

施設・事業所所在地 新庄市十日町322 事業開始予定日 平成３０年４月１日

特定教育・保育施設の確認 の意見聴取に係る資料（施設個票）

施設・事業分類 保育所 施設・事業種類 特定教育・保育施設



1 人 0 人

2 人 － 人

3 人 － 人

2 人 0 人

５　その他運営に関する状況

運営等の諸記録、帳簿の整備状況 適　・　否

自己評価の実施・結果公表の取組 適　・　否

外部評価の実施・結果公表の取組(努力規定) 適　・　否

第三者評価の実施・結果公表の取組(努力規定) 適　・　否

虐待等の防止及び発見時の対応 適　・　否

相談、苦情等の対応のための取組 適　・　否

秘密保持のための取組 適　・　否

緊急時における対応への取組 適　・　否

非常災害対策及び発生時想定の対応 適　・　否

事故発生の防止及び発生時の対応 適　・　否

●自園調理
※嘱託医及び調理員については、中心保
育所に配置されていることから、分園に
は置かないことができる（「保育所分園
の設置運営について」より）

定員41～150人

定員150人以上

調理業務を委託する場合（連携施設等からの外部搬入する場合を含む）、
保育所や保健所・市町村等の栄養士により献立等について栄養面での指導
など十分な配慮が必要。（備考欄にその内容を記載）

①委託
（有・無）

②配慮
（適・否）

嘱託医(嘱託医、嘱託歯科医各１人ずつ)

調
理
員

定員40人以下


